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第１ 労働保険事務組合の概要 

 

１．労働保険事務組合制度の趣旨 

労働保険（労災保険と雇用保険）への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関

する手続等は、専門の担当者を置くことのできない中小事業の事業主にとっては、負担となることが

少なくありません。このような事業主の事務の負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とす

る事業協同組合、商工会などの事業主の団体等が、事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが

労働保険事務組合の制度です。 

 

２．労働保険事務組合の定義 

労働保険事務組合とは、事業主の団体等が、その構成員である事業主もしくは構成員以外の事業主

であって一定の範囲のものの委託を受けて労働保険事務を処理するために、厚生労働大臣の認可を受

けた場合に、その認可を受けた事業主の団体等の呼称です。 

 

３．委託事業主の範囲 

労働保険事務組合（以下｢事務組合｣という。）が委託を受けることのできる事業主は次の（１）、（２）、

（３）の全てに該当する事業主です。（徴収法第 33 条第 1 項、則第 62 条第 2 項） 

 

（１）使用する労働者数（企業全体）が次の規模以下であるもの。 

① 日本標準産業分類による金融業・保険業・不動産業・小売業では、その使用する労働者が常時

50 人以下の事業主 

② サービス業（清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業及び機械修理業は除く）、卸売業では、そ

の使用する労働者数が常時 100 人以下の事業主 

③ ①及び②以外の業種にあっては、その使用する労働者数が常時 300 人以下の事業主 

※１ 労働者数は個々の事業場ごとではなく企業全体の労働者数であり、一つの企業に工場・支

店等がある時はそれぞれに使用される労働者の合計をしたものです。なお、一時的に所定の規

模を超えた場合も、常態として所定の規模以下であれば該当します。 

※２ 明らかに委託事業主の範囲を超えることが認められる場合は、事務組合制度の趣旨を説明

の上、委託解除の手続き及び個別成立の説明、指導を行ってください。 

 

（２）事務組合の母体となる団体（母体となる団体が連合団体である場合は加入単位団体）の構成員

である事業主、又は構成員以外の事業主であって事務組合に労働保険事務を委託することが必要

であると認められるもの。 

※ 事務組合制度が団体の事業の一環として労働保険事務を行うことを認可していることから、

団体の意思、すなわち構成員の総意に基づく事業運営が極めて重要であり、原則、委託事業主

＝構成員となります。事務組合制度の趣旨からみて構成員以外の委託は特例であるとご周知く

ださい。 

 

（３）令和２年４月１日より隣接する都県以外に主たる事務所が所在する事業の事業主の委託を 

受けることが可能になりました。 
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（参考）３（１）①～③の産業分類区分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．委託事務の範囲 

（１）委託できる事務の範囲 

事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料

の納付その他の労働保険に関する事務」であり、その具体的範囲は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）委託できない事務 

ア 印紙保険料に関する事務 

イ 労災保険の保険給付及び社会復帰促進事業として行う特別支給金に関する請求書等にかかる

事務手続き及びその代行 

ウ 雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務手続き及びその代行 

ただし「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月

額証明書」「所定労働時間短縮開始時賃金証明書」については事務組合が事務手続きをしても差

し支えありません。 

エ 雇用保険の二事業にかかる事務手続き及びその代行 

① 労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付に関する事務 

② 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の

届出、その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務 

③ 「保険関係成立届」、労働保険又は雇用保険の「任意加入申請書」、雇用保険の

「事業所設置届」等の提出に関する事務 

④ 労災保険の特別加入申請、変更の届出、脱退申請等に関する事務 

⑤ 労働保険事務処理委託、委託解除に関する事務 

⑥ その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する事務 
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５．事務組合の責任 

（１）事務組合等のその他の徴収金の納付責任 

事務組合は、事業主に代わり労働保険事務を処理するもので、労働保険料等その他の徴収金納

付のため、委託事業主から金銭の交付を受けたときは、その限度内で政府に対し納付の責任を負

うことになっています。 

「労働保険料等その他の徴収金」とは、具体的に次のとおりです。 

① 概算保険料、確定保険料及び一般拠出金による納付すべき不足額その他徴収法の規定によ

る労働保険料等 

② 労働保険料等に係る追徴金 

③ 労働保険料等に係る延滞金 

④ 労災保険の保険給付の不正受給に係る連帯徴収金 

⑤ 労働保険料滞納期間中の事故又は故意、重過失による事故に基づく労災保険の保険給付の

費用に係る徴収金 

⑥ 雇用保険の失業給付の不正受給に係る連帯徴収金 

（２） 追徴金または延滞金の納付責任 

ア 追徴金の納付責任 

（ア）委託事業場が前年度中に支払った賃金総額等を報告したにもかかわらず、事務組合が法に規

定する申告期限までに申告書を提出しないため、政府が確定保険料及び一般拠出金の額を認定

決定し、その納付すべき額の 100 分 10 に相当する追徴金を徴収することとした場合 

（イ）その他事務組合の責めに帰すべき事由によって政府が追徴金を徴収することとした場合 

 

イ 延滞金の納付責任 

   （ア）政府から各滞納事業主に係る督促状を受けた事務組合が、各滞納事業主に対し督促があった

旨の通知をしないため、督促状の指定納期までに納付することができず、延滞金を徴収される

場合 

   （イ）事務組合から督促状の通知を受けた事業主が、労働保険料等を事務組合に交付したにもかか

わらず、事務組合が、督促状の指定期限までに当該労働保険料等を納付しなかったために、延

滞金が徴収される場合 

   （ウ）その他事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた延滞金を徴収される場合 

  

ウ 事務組合が納付すべき徴収金についての事業主からの徴収 

事務組合が、交付を受けた労働保険料等その他の徴収金並びに事務組合の責めに帰すべき追徴

金又は延滞金について滞納があった場合には、政府は事務組合に対して滞納処分を行いますが、

なお徴収すべき残余があるときは、当該事業主から徴収することができます。 

  

 エ 不正受給等に関する責任 

事務組合の虚偽の届出、報告または証明により、保険給付を不正に受給したものがある場合に

は、その事務組合は、受給者と連帯して受給金額の全部または一部について返還を命ぜられるこ

とがあります。 
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６．認可取消 

（１）事務組合業務に関する監査（徴収法第 43 条） 

事務組合業務が法令等に則り、適正に処理されているかについて、随時監査を実施します。 

なお、監査の結果、事務処理等が著しく不適正な場合は、是正指導を行い、その改善状況につ

いて確認します。 

 

（２）事務組合業務の認可取消 

認可を受けた事務組合が、次のいずれかに該当する場合には、認可を取り消される場合があり

ます。認可を取り消される事由は次のとおりです。 

ア 労働保険関係法令の規定に違反したとき 

イ 労働保険事務の処理を怠ったとき 

ウ 労働保険事務の処理が著しく不当であるとき 

エ 認可基準の規定に反するとき 

オ 認可時に付した条件に反するとき 

 

     事務組合業務は、委託事業主の代理として各種手続きを行うものであり、事務遂行能力を持っ

ていることが認可の条件です。したがって、認可を受けた団体等が、他者（団体等を構成しない

もの）に労働保険事務を再委託することは事務組合の趣旨から大きく逸脱することとなり、固く

禁じられています。 

 

〔労働保険事務組合として他に委託することが適当でない事務〕 

ア 労働保険事務組合の運営に関する総会等の開催（議事録の調製等） 

イ 労働保険料の管理及び政府への納付 

    ウ 労働保険事務組合の運営に関わる会計帳簿等の管理・記載 

エ 内部監査の実施 

オ 関係行政機関への書面の提出 

 

 

７．マイナンバーへの対応について 

マイナンバー（個人番号）は、社会保障・税番号の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の

高い公平・公正な社会を実現することを目的として、利用が開始されました。 

マイナンバーは、一人ひとり異なる番号であり、個人が特定されないように番号が割り振られてい

ることから、マイナンバーを含む情報（特定個人情報）の管理は、厳格に行う必要があります。 

  

（１）事務組合が講ずべきこと 

事務組合は、事業主から委託を受けて個人番号関係事務を取り扱うため、「個人番号関係事務実

施者」と位置付けられていることから、個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保し、

具体的な取り扱いを定めるための「基本方針」及び「事務取扱規定」を策定し、特定個人情報の漏

えい、滅失または既存の防止などのため、適切な安全管理措置を講じる必要があります。 
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また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号

法」といいます。）では、個人番号に係る事務を再委託する場合、最初の委託者（事業主）の許諾

を受けるとともに、委託者は、自ら果たすべき安全管理措置と同等の措置が講ぜられるよう再委託

先に対し、「必要かつ適切な監督を行う」とされていることから、適切な対応が求められます。 

 

（２）安全管理措置 

番号法は特定個人情報の漏えい、既存及び不正利用を防ぐために、下記のような安全管理措置を

講ずることが必要になります。 

① 事務取扱担当者や取り扱う事務の範囲の明確化など、組織体制の整備と事務取扱規定に基づ

く運用 

② 特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して適切な監督、教育 

③ 盗難・紛失防止のため、特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体または書類等は、施錠可能

な書庫等へ保管 

④ 特定個人情報に関する作業を行うスペースは、事務取扱担当者以外の者から見えないよう配

慮の工夫 

⑤ 個人番号の記載された書類を、労働基準監督署やハローワークへ郵送で提出する際、簡易書

留など、追跡可能な郵便制度を利用。手渡しで書類を授受する場合には、個人番号が容易に見

えることのないように封入封緘 

⑥ 個人番号を含む情報を電子媒体で持ち出す場合、漏えい防止のため、データの暗号化または

パスワードによる保護を行い、施錠可能なケースでの運搬 

⑦ 情報漏えい事案に迅速に対応するための体制整備 

 

 （３）個人番号の記載が必要となる届出 

  ・新規被雇用者、退職者等に係る個人番号関係事務 

  ・雇用保険被保険者資格取得届 

  ・雇用保険被保険者資格喪失届 

 

 （４）法人番号 

法人番号はマイナンバーと異なり、厳格な情報管理規制はなく、一般に公表され（人格のない社

団については同意をとる）、自由に利用することができます。 

労働保険関係では当面下記の書類に法人番号の記入が必要になります。 

   ① 労働保険関係成立届 

   ② 労働保険料等申告書 

   ③ 雇用保険適用事業所設置届・廃止届 

   ④ 雇用保険事業主事業所各種変更届 

   ⑤ 労働保険事務等委託書 

※ 様式作成の際は必ず記入するようにしてください。様式作成の際に番号確認中の場合は後日 

ご連絡ください。 


